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【博士論文各章の概要】 

第1章 はじめに 

第1章では、「モビリティーズ・パラダイム」という視座

転換、モビリティーズ研究の系譜を整理したうえで、モバイ

ルな「生」をめぐる知というテーマの重要性や、その知を創

造するにあたっての課題を述べた。	

	

・「モビリティーズ」という視座転換	

生まれてから20回の引越しを経験した私には、唯一絶対

的な「故郷」と呼べる場所がない。一つの場所に留まらずに

移動を繰り返す生き方は、ときとして「根無し草」と呼ばれ

る。「根無し草」という言葉は、地中に根をはることのない

浮き草のように、確かな拠り所なく漂っていることの例えで、

良い意味では使われない。裏を返せば、一つの場所にしっか

りと根をはって定住することが、人間の望ましい（あるいは、

あたりまえの）姿であると考える価値観が、広く社会的に共

有されてきたということだろう。国立社会保障・人口問題研

究所の「第8回人口移動調査」によると、調査時点までの回

答者の引越し回数の平均は3.04 回だった。また、出生都道

府県と現住都道府県が同じ人の割合は全国で 68.6%という

結果だった（国立社会保障・人口問題研究所、2016）。日本

では多くの人が、生まれた地域から移動せずに、あるいは一

旦移動したとしても再び生まれた地域に戻って暮らしてい

るということだ。定住傾向の強さがうかがえる。	

過去数世紀を振り返ると、歴史的にも概念的にも、人間で

あるとは、明確な境界によって仕切られたある特定の「社会」

に属する市民であることを意味すると考えられてきた（アー

リ、2011）。人びとの生活は、「定住」を前提とした価値観や、

それにもとづいて設計されたさまざまな仕組みとともに成

り立ってきたといっても過言ではない。一方で、一定の境界

に枠づけられた領域としての「社会」に人びとが帰属、「定

住」することを前提とする価値観や仕組みによって、さまざ

まな種類の「モビリティー（移動／移動性）」が果たす役割

や意味が、見過ごされてきたともいえる。「移動の社会学」

を牽引してきた社会学者のJ.	アーリ（J.	Urry）は、この

ような問題意識のもと「モビリティーズ・パラダイム」とい

う視座転換を提案してきた（アーリ、2015）。社会的なるも

のは一定の境界に枠づけられた領域としての「社会」のなか

にではなく、それを越えるさまざまな種類の「モビリティー

（移動／移動性）」の組み合わせや相互関係、つまり複数形

の「モビリティーズ」のなかにこそ見出されるべきだという

主張だ。定住傾向が強い日本において肩身の狭い思いをして

きた私は、アーリの論考に出会い「モビリティーズ・パラダ

イム」に可能性や希望を感じて、モビリティーズ研究に足を

踏み入れることにした。	

	

・モバイルな「生」をめぐる知	 	

モビリティーズ研究のテーマの一つに、社会学者の A.エ

リオット（A.	Elliot）がアーリとともに焦点をあてた「モ

バイル・ライブズ」がある（エリオット・アーリ、2016）。

「モバイル・ライブズ」の理解の仕方にはバリエーションが

ありえるが、ここでは、人、物、情報、イメージ、資本の移

動を可能にする諸々のシステムと分かちがたく結びついた、

モバイルな（移動性のある）「生／ライフ」の複数形、つま

りモバイルな「生／ライフ」の多様なあり方の総称と考える。

「生／ライフ」は、身体経験としての「生命」、日常の活動

経験としての「生活」、人生という時間経験としての「生涯」

を縫合するような研究視点をあらわす言葉として、近年使わ

れるようになっている（藤田・北村2013、p.172）。	

従来の社会科学における研究の多くが焦点をあててきた

のは、地理的な近さのなかで生まれる人のつながりや社会的

な集まりだ。そこで起きる対面的な相互作用が、主たる分析
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の対象だった。しかし、人びとの日常生活は、距離を越える

断続的で交錯した多様なモビリティーズを伴うようになっ

た（エリオット・アーリ、2016）。アーリ（2015）は、多様な

モビリティーズとして以下の5点を挙げている（アーリ2015、

p.76）。	

i.仕事、余暇、家庭生活、快楽、移住、逃亡のために行な

われる身体による旅。（日々の通勤から人生に一度の国外脱

出に至るまで）まるで対照的な時空間の様式によって編成さ

れている。	

ii.生産者、消費者、小売店への物の物理的な動き。その

他に、贈り物や土産物のやりとり。	

iii.新聞や放送などのマルチメディアに次々に登場する

場所や人のイメージを通して行なわれる想像による旅。	

iv.しばしばリアルタイムでなされ、それゆえに地理的距

離と社会的距離を超えたバーチャルな旅。	

v.伝言、書字、手紙、電報、電話、ファックス、携帯を介

して人から人へのメッセージを通して行なわれる通信によ

る旅。	

多くの人は、これらの多様なモビリティーズが絡み合う、

モバイルな「生」を生きている。モバイルな「生」を生きる

彼／彼女は、日常生活において、身体、物、情報、イメージ、

資本を、さまざまな境界を越えて移動させる。対面的な相互

作用を観察するだけでは、人のつながりや社会的な集まりを

理解することはできなくなってきている。	

エリオットとアーリ（2016）は、モバイルな「生」を生き

る個人の、主観的で生きられた経験に着目している。彼らは

インタビューを中心としたエスノグラフィックな調査によ

って、モバイルな「生」をめぐる個人のストーリーを描き出

し、移動を前提としたこれからの社会のあり方について議論

している（エリオット・アーリ、2016）。一定の境界に枠づ

けられた領域としての「社会」に人びとが帰属、「定住」す

ることを前提とした従来の研究では不可能な、画期的な内容

だ。しかし、著者が自ら述べているように、その内容はモバ

イルな「生」をめぐる議論の端緒というべきものだ。このテ

ーマの研究を発展させるために検討すべき課題として、本章

では以下の3点を指摘した。1点目はモバイルな「生」を生

きる主体をとらえるためにどのような概念的枠組みを導入

するか、2点目は生きられた経験に根ざした知をどのように

創造するか、3点目は研究のプロセスや成果をどのように社

会にひらくかである。	

	

第2章 研究の目的 

第1章で、モバイルな「生」をめぐるさらなる知の創造に

向けた課題の1点目として、モバイルな「生」を生きる主体

をとらえるためにどのような概念的枠組みを導入するかを

検討する必要があると述べた。第2章では、先行研究で導入

された「グローバルズ」に代わる概念的枠組みを検討した。

「グローバルズ」は、莫大な富を手にしているウルトラ・リ

ッチないしはグローバル・エリートのことである（エリオッ

ト・アーリ、2016）。本研究では、「グローバルズ」に該当し

ない世界の大多数の人びとが経験している、モバイルな「生」

のあり方に目を向けたい。そこで着目したのが、「トランス

ナショナルな生活世界」という概念的枠組みである。本章で

は「トランスナショナルな生活世界」という概念的枠組みに

ついて述べた後、トランスナショナルな視点の先行研究を概

観したうえで本研究の目的を設定し、その意義を述べた。	

	

・「トランスナショナルな生活世界」という概念的枠組み	

国境を越える移動は、手続き的、心理的、経済的、文化的、

社会的な部分で、さまざまな負担や変化を伴う。にもかかわ

らず、世界各地で国境を越える人の移動が増大し続けている

（King	et	al.,	2011）。ここでいう移動は、観光旅行などの

一時滞在のための移動ではなく、生活拠点の変更を伴う移動

だ。第1章で日本は定住傾向が強いと述べたが、その日本に

おいても、日本から外国へ、外国から日本へと、国境を越え

て生活拠点を移す人は増加している。外務省領事局政策課に

よると2016年10月1日時点の集計で、国外に在留する日本

人の総数は133万8,477人で、前年より約1.6％の増加とな

り、本統計を開始した1968年以降 多となった（外務省領

事局政策課、2017）。一方で、法務省入国管理局によると2017

年末における在留外国人数のうち、中長期在留者数は223万

2,026人で前年末に比べ9.2％増加し、過去 高となった（法

務省入国管理局、2018）。国境を越えて移動する人びとの多

くは、一つの国におさまらない「家族」関係を形成、維持す

る。小内（2007）は、彼／彼女は「トランスナショナルな生

活世界」を生きているとする。	

「トランスナショナル」や「トランスナショナリズム」と

いう概念については、バートベック（2014、p.4）が次のよ

うに説明している。国家政府間の相互作用、あるいはある国

民国家の状況からもう一方へと往来すること（人／旅行、商

品／貿易のような）については、これらの実践を「インター

ナショナル」として説明することが 適である。一方で、国

境を越えることを基盤とした国家以外の行為主体の間の持

続的な連関と進行中の交流について述べるなら、「トランス

ナショナル」な実践とその集合体として、「インターナショ

ナル」とは区別できる。これらの連関の集合的な特性、形成、

維持されるプロセス、そしてそれらのより広範な影響が広く

「トランスナショナリズム」と呼ばれている。	



 

	3	

国境を越える移動自体は、歴史的に長らく存在しており新

しい現象ではない。20 世紀後半になるまでは格安航空券が

なく、一旦外国に生活拠点を移したら、異なる国で暮らす「家

族」に直接会いに行くにはかなりの負担を要した。離れてい

る間の主なコミュニケーション手段は、エアメール、船便、

国際電話のような時間や費用のかかるものしかなく、日常的

にトランスナショナルな交流をすることは困難だった。国境

を越えて移動することは、「家族」の別離や解散を意味する

と考える人も多かっただろう。	

しかし、21世紀にかけて、さまざまな技術革新が起こり、

トランスナショナルな交流をめぐる環境は大きく変わった。

人、物、情報、イメージ、資本の移動にかかる時間や費用は

大幅に減少した。異なる国で暮らしながら、トランスナショ

ナルな交流によって、「家族」を形成、維持することは不可

能ではなくなった。異性愛によって結ばれた夫婦を基盤とす

ること、生物学上の子どもを育てること、夫が稼ぎ手である

ことなど、近代的な「家族」をめぐるさまざまな前提が崩れ

ていく中、「居住の共同」、つまり身体的にそこにいること、

対面的な関係が維持されることは、「家族」の決定的条件だ

と思われてきた（ベック・ベック＝ゲルンスハイム、2014）。

その条件もついに解かれた。	

「トランスナショナルな生活世界」を生きる人の数は増加

し、そのあり方の多様性も広がった。彼／彼女の「生」は、

まさに多様な「モビリティーズ」が絡み合う、モバイルな「生」

の一つの様態といえる。「トランスナショナルな生活世界」

は、「グローバルズ」のように社会経済的な階層を根拠に人

びとをカテゴリー化する概念ではない。モバイルな「生」の

多様なあり方とらえるための枠組みとして有効であると考

える。	

	

・「トランスナショナルな生活世界」に立ち現れる「家族」	

移動する主体である個人の「生」に目を向けることの重要

性については、第1章のモビリティーズ研究の文脈でも言及

した。本研究ではこうした議論をふまえ、「トランスナショ

ナルな生活世界」を個人の視点から理解することを試みたい。

そのアプローチは、モビリティーズ研究として重要であるだ

けでなく、「家族」という概念の研究としても意義があると

考える。	

「トランスナショナルな生活世界」を成立させている中心

的な要素の一つは、「家族」である（バートベック、2014）。

「家族」はこれまで、「社会の単位」として所与の「集団」

として理解されることが多かった。	

家族社会学の研究者たちは、長年に渡り「家族定義問題」

についての議論を重ねてきた（木戸2000、	安達2006、牧野

2007、片岡2009、松木2013）。片岡（2009）はこれまでの議

論を整理し、特定の機能によって「家族」を定義づけること

が問題化されることとなったと指摘している。こうした議論

のなかで、研究者による抽象的な定義づけである「専門的な

家族概念」そのものを批判する論者たちが出てきた。「現実」

というものを、社会的に構築され、社会的に維持されている

ものとみなす構築主義の社会学者たちは、人びとの相互作用

が創り出す社会的構築物として「家族」をとらえるべきだと

主張する（片岡2009、松木2013）。ジェイムズ・ホルスタイ

ンとジェイバー・グブリアムによる「家庭生活に関する無数

の競合する解釈の世界において、家族はどのように定義され

また経験されているのか」という問いが、構築主義的な家族

研究の基本的な問いである（木戸、2000）。この問いに動機

づけられた研究者たちは、人びとが自ら主観的に定義する

「日常的な家族概念」を重視する。	

上野（2009）は、既存の家族の定義要件（居住の共同、血

縁の共同、性の共同、家計の共同、家業の共同、家名・家産

の共同等々）の共同性の基盤がそれぞれ分離、解体し、「家

族」の定義が困難になったことをふまえて、「FI」（ファミリ

ィ・アイデンティティ）という概念を研究に導入した。「あ

なたにとって家族とはどの人をさしますか？」という操作可

能で客観的に検証可能な問いを設定したことが、アプローチ

の独自性であり、分析を効果的なものにしたと評価されてい

る。この研究により、FIが当事者の間で必ずしも一致しない

ことが明らかになった（上野、2009）。これらの先行研究の

知見を活かして、「家族」を研究するならば、「家族」を「専

門的な家族概念」にもとづいた所与の「集団」として研究す

るのではなく、個人を調査対象として、その人が「家族」と

見なしているのは誰かを特定したうえで、それはどのような

関係で、どのような実践によって形成、維持されているのか

に着目することが重要である。本研究では、「家族」を所与

の「集団」としてとらえるのではなく、「トランスナショナ

ルな生活世界」を生きる個人の「生」のなかに立ち現れるも

のとしてとらえる。個人によって「家族」の定義や範囲が異

なるという前提で研究をするため、基本的に括弧つきで「家

族」と表記する。このような構築主義的な視点の家族研究は、

主流の家族社会学にとって重要な論点に対しても独自の貢

献をなしうると期待されている（松木、2014）。	

	

・研究の目的	

以上をふまえて本研究の目的は、「トランスナショナルな

生活世界」を生きる個人の「生」のなかに立ち現れる「家族」

はどのような関係なのか、どのように形成、維持されている

のかについて、生きられた経験に根ざした知を創造すること
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とする。その知は、「グローバル化」「メディア化」「個人化」

が進む現代世界を生きる私たちに、「家族」とは何か、その

関係はどのように形成、維持されうるのかを考える契機を与

えるものになると期待する。	

	

第3章 研究の方法 

第3章では、第2章で設定した研究の目的を達成するため

に、第1章で挙げた2点目と3点目の課題でもある、個人の

生きられた経験に根ざした知をどのように創造するか、その

研究のプロセスや成果をどのように社会にひらくかを「映像

エスノグラフィー」をベースに検討した。そして、方法全体

に通底する思想として「社会構成主義」について述べた。	

	

・映像エスノグラフィーの方法論	

エスノグラフィー（民族誌）は、「他者の生活世界がどの

ようなものか、他者がどのような意味世界に生きているかを

描く」（箕浦 1999、p.2）方法論とその成果のことを意味す

る。本研究では、「トランスナショナルな生活世界」を生き

る個人の「生」のなかに立ち現れる「家族」はどのような人

間関係なのか、どのように形成、維持されているのかという

問いを設定している。「生活世界」「意味世界」を探索するこ

とが目的であるため、研究の方法論としてエスノグラフィー

に着目した。	

エスノグラフィー研究の歴史においては、1980 年代頃か

ら、調査者が特権的な立場から「文化」を「一方的」に「客

観的事実」として書くことへの批判や反省が生まれた（藤田・

北村、2013）。そのなかで、調査者と調査対象者が同じ目標

に向かって「協働」することの重要性が議論され、実践され

るようになってきた。この「協働」を重視したエスノグラフ

ィーの方法論を論じている教科書の一つに、サラ・ピンク

（Sarah	 Pink）の“Doing	 Visual	 Ethnography”がある

（Pink,	2014）。本書では、エスノグラフィーは、特に人類

学と社会学と密接に結びついて発展してきたが、どちらかに

属するものではなく、独立した学問分野でもなく、実践され

るべき方法論であるとしている。本研究では、ピンクが

‘Visual	Ethnography’と呼んでいる方法論が、映像（写真

や動画）を中心としていることをふまえて「映像エスノグラ

フィー」と呼ぶ。	

質的研究における、ビジュアルデータの使われ方の歴史的

変遷については、バンクス（2016）のまとめによると、大き

く分けて以下の二つの立場がある。一つは「実証主義」であ

る。これは「客観主義」と言い換えることもできる。ビジュ

アルデータは「外の世界」に独立して存在すると考えて、調

査者や調査対象者の認識を排除して、客観的なデータとして

分析する（ことが可能）という立場だ。もう一つは「解釈主

義」である。調査者も調査に参加する人もともに、より広い

文脈や意味に照らしてビジュアルデータを解釈する存在と

考える立場だ。	

ピンクによる「映像エスノグラフィー」は、「解釈主義」

の系譜に位置づけることができる。それは、ビジュアルデー

タを用いて現実についての「客観的」で「科学的」な説明を

することは目指さない。調査者と調査に参加する人の協働的

な関係のなかで、ビジュアルデータを用いて現実について解

釈し、知を創造することを目指すアプローチである。	

ビジュアルデータを用いたエスノグラフィックな知は、

「客観的」でできるだけ編集されていない「科学的」なもの

であるべきだという主張への反論として、ピンクは以下の3

点を挙げている（Pink	2014,	p.105から翻訳して要約）。	

i.人びとに一切介入せずに撮影することは不可能である。

映像のなかの人びとはいつでも、「映像のなかの人びと」で

ある。他のエスノグラフィックな表現と同様に、映像エスノ

グラフィーも不可避的に構成されたものになる。	

ii.エスノグラフィックな知は、必ずしも観察可能な事実

として存在するわけではない。客観的な現実として記録され

たものではなく、調査者と調査の参加者の交渉によってとも

に創造される知もある。	

iii.エスノグラフィー性は、その内容や意図によって決ま

るわけではなく、文脈によって変わる。プロジェクトによっ

ては、さまざまな記録をエスノグラフィックな知と見なしう

る。	

映像エスノグラフィーにおいては、調査の対象となった人

びとが、調査研究の目的を理解して賛同し、自らの経験に根

ざした知を、調査者と協働して創造することが何よりも重視

される。わかりやすい例を挙げれば、「隠しカメラ」のよう

な方法で、調査対象者が意識していない状況で「客観的」に

撮影されたビジュアルデータは、「協働」とは真逆のアプロ

ーチなので、ここでいう「映像エスノグラフィー」では認め

られない。このことは、エスノグラフィー研究における「利

益の還元」というテーマにも関わる（藤田・北村、2013）。

調査者が調査対象者について「一方的」に「客観的事実」と

して書くというアプローチでは、調査における「利益」を調

査者だけが得ていると見なされる。そのために、「利益の還

元」という問題が指摘されることになる。しかし、調査対象

者を、「調査協力者」「調査参加者」として、調査者とともに

協働して知を創造する存在であると位置づけると、調査者が

利益を還元しなければならないという問題設定自体無効に

なることをピンクが指摘している（Pink,	2014）。協働して

知を創造するというアプローチにおいては、どちらかだけが
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一方的に利益を得ることにはならないはずだからだ。	

	

・なぜ映像エスノグラフィーを採用するのか	

映像人類学者であり映像エスノグラフィー研究の先駆者

であるジャン・ルーシュの功績は、50 年以上経過した今で

も、映像を用いた研究の魅力を教えてくれる。村尾ら（2014）

が紹介しているように、彼はニジェールの村で伝統的な「カ

バ狩り」をテーマに研究をしたが、その際に調査のプロセス

で撮影した映像を地域の人びとと共有し対話することで、彼

／彼女らを理解し、協働的に研究を進めた。また、成果とし

ての映像作品も地域の人びとと共有し、そこで再び対話し、

新たな研究につなげた。文字による記録や表現だけでは、言

語や文化的背景の異なる人びとと対話し、協働的に研究を進

め、成果を共有することは難しかっただろう。実際、調査に

参加した人びとは、映像作品とともに持参した論文の方には

興味を示さなかったという。ルーシュの研究での映像の役割

は、「現場で起きたこと（過去）」を単に記録することではな

い。言語や文化的背景の異なる人びとと対話するきっかけと

して、その成果を表現して共有する道具として、さらには新

たな研究を生み出す土台として、映像が使われている。村尾

ら（2014）は、このようなルーシュの事例をとりあげ、エス

ノグラフィックな研究の成果が調査に参加した人びとを裏

切らず、彼／彼女らの「生」にとって意味を持ち続けるよう

にすることの重要性と、それを実現するうえで、映像が有用

であることを指摘している。	

学術的な研究の世界では、成果が「論文」になり、学会誌

や論文誌に掲載されることが重視される。大学をはじめとす

る研究機関において、研究業績として も高く評価されるの

は、多くの場合「査読付論文」だろう。学会誌や論文誌のよ

うな学術的なアーカイブは、専門家を中心とした限られた人

によって更新され、利用される。研究成果を高度に専門的な

知識や用語を用いた論文だけで表現し、研究を学術的なコミ

ュニティのなかに閉じて発展させることの意義や、そのよう

なアプローチが必要な分野や場面があることは否定しない。

しかしながら、研究のテーマや目的によっては、論文以外の

方法でも成果を表現し、学術的なコミュニティの外にいる人

びとがアクセスしやすいようにすることで、人びとの「生」

に役立てられる可能性がある。ルーシュの例は、そのことを

示している。	

本研究では、「国家」「文化」「言語」といった枠組みを越

える交流（あるいは移動）によって成り立つ、「トランスナ

ショナルな生活世界」という複雑で混淆的な状況を生きる個

人を調査の対象とする。調査者である私とは、言語的、文化

的に背景が異なる彼／彼女の経験に根ざした知を、彼／彼女

と協働して創造するには、言葉だけでは困難があるかもしれ

ない。また成果が伝統的な形式で書かれた日本語の論文だけ

だとしたら、それが彼／彼女の「生」にとって意味を持つこ

とは考えにくい。上記のルーシュの実践は、大いなる手本に

なる。私自身、イギリスのフィルムスクールでドキュメンタ

リーフィルム制作を学び、実践を重ねたなかで、映像の持つ

可能性を実感してきた。映像は、見たことと聞いたことを組

み合わせて記録できるという単純な意味においてだけでな

く、その空間、そこにいる人、そこにある物、そこで結ばれ

ている関係、そこで行なわれている実践の「質感（texture）」

を写し、それを繰り返し再生して確認したり、共有したりす

ることができる、感覚的な方法である（Bates、2015）。また、

ノウルズとスウィートマン（2012）が指摘しているように、

映像は、調査者と調査に参加した人の双方によって作ること

ができるという点において包括的であるし、双方をつなぐコ

ミュニケーションの装置として機能し得る。以上のことから、

「トランスナショナルな生活世界」を生きる、文化的、言語

的に多様な背景を持つ個人の経験に根ざした知を創造する

うえで、対話や協働の可能性を広げる映像エスノグラフィー

の方法論が有効であると考える。	

映像エスノグラフィーの成果としての映像作品は、学術的

な世界において、長らく、文字による論文の「付録」や「補

足」として扱われてきた。近年、ようやく学術的な研究にお

ける映像の位置づけが変わり始めている。生身の人間の生き

られた経験を描こうとするエスノグラファーにとって文書

形式の論文は窮屈なものであるという認識が共有され、「代

替的」形式の一つとして、これまで以上に映像の価値が認め

られるようになってきた（アングロシーノ、2016）。カナダ

では、カナダ連邦政府助成機関 Social	 Sciences	 and	

Humanities	 Research	 Council が、「研究作品（Research-

creation）」という言葉を用いて、アーティスティックな表

現、学術的な調査や実験を組み合わせた作品によって、知識

やイノベーションを生み出すことを奨励している。これを受

けて、カナダのヨーク大学の映画・メディア研究専攻の博士

課程では、「マルチモーダル博士論文」という形式を設けて

いる。「マルチモーダル博士論文」は、伝統的な形式で書か

れた論文という要素も必要だが、主たる要素は研究作品であ

るとして、審査の場で作品を上演／上映することが義務づけ

られている。本研究ではこうした海外の事例もふまえ、研究

作品としての映像エスノグラフィー作品を博士論文の主た

る要素として含める「マルチモーダル博士論文」の形式を採

用する。	
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・社会構成主義的な対話を目指して	

研究の方法については第3章において、映像エスノグラフ

ィーをベースに具体的に検討したが、方法全体に通底してい

るのは社会構成主義の思想である。調査者である私自身の世

界の認識の仕方が、社会構成主義に根ざしているからである。

ガーゲン（2004）によれば、社会構成主義は、私たち人間は、

「言説」を通して「世界」を創り出していると考える。すべ

てが「言説」で何も存在しないと主張しているわけではない。

社会構成主義は、「何か」があること自体は否定しないが、

その「何か」が「何であるか」という意味を与えようとした

途端、「言説」を必要とするということを主張している。そ

してそれぞれの「言説（意味）」は、唯一絶対的なものでは

なく、私たちをとりまく関係の産物として成り立っていると

考える。その関係は、「伝統」や「正義」といったより広い

実践と結びついているので、自分たちが「あたりまえ」だと

思ってきた「伝統」や「正義」を疑問視して別の枠組みを受

け入れること、異なる「伝統」や「正義」の間に「対話」を

生み出すことが、明るい未来にとって不可欠だというのが、

ガーゲン（2004）による社会構成主義だ。本研究では、この

思想を前提としながら、第3章で具体的に検討した方法を実

践する。つまり、私と調査協力者という、異なる「伝統」や

「正義」のなかで生きてきた者同士の対話と協働によって、

映像作品というかたちで新たな知を創造すること、そしてそ

れを社会にひらくことで、さらに多様な「伝統」や「正義」

を生きる人びととの対話を生み出す。	

	

第4章 映像エスノグラフィー実践：調査 

調査協力者が生きる「トランスナショナルな生活世界」は

どのようなものか、そこに立ち現れる「家族」はどのような

関係なのか、どのように形成、維持されているのか。そのこ

とについての生きられた経験に根ざした知を、調査協力者と

協働して映像作品にまとめる映像エスノグラフィーの実践

として、第一段階では調査を行なった。第3章で述べたよう

に、アクティヴ・インタビューの考え方にもとづいて継続的

にインタビューを行ない、そこで生まれたさまざまなナラテ

ィヴからストーリーを協働的に再構成した。またそれと連動

して、彼／彼女のストーリーを映像的に理解、表現する手が

かりを、調査協力者とともに生成、探索した。第4章では、

その調査を実際にどのように行なったかを振り返って詳述

した。	

	

・調査協力者	

調査協力者を探す際に設定した基本的な条件は、以下の4

点である。1点目は、「トランスナショナルな生活世界」を生

きることになった背景が異なる5人を探すことである。5人

という限られた事例のなかでも、設定したテーマについてで

きるだけ多様な知を創造できるようにするためである。2点

目は、調査の目的や内容を理解したうえで、それに賛同して

参加してくれる人である。第3章で述べたが、本研究では調

査協力者に、私とともに協働して知を創造する「アクティヴ」

な存在であることを期待するため、そのことを事前に了解し

てもらう必要がある。3点目は、日本語、英語、スペイン語

のいずれかの言語でコミュニケーションが可能であること

だ。これは私が調査に使用できる言語である。4点目は、首

都圏在住であることだ。私が首都圏在住であるため、継続的

な調査の実現可能性を考えて設定した。	

以上のような条件を満たす5人を、友人や知人の紹介によ

って探した。調査開始前に、調査概要説明書を調査協力者と

ともに読み合わせた。調査の具体的な内容、調査で生成され

たデータは研究と研究成果の発表の目的でのみ使用するこ

と、調査の過程で中断したい場合や不都合なデータがある場

合はいつでも中止や削除ができることを確認し、同意書に署

名してもらった。その際に、調査への協力に対する謝礼とし

て1万円分の商品券を渡した。	

	

・調査期間	

調査期間は1人に対しておよそ1年間と設定した。メキシ

コの家族研究で知られているルイスは、「家族」がどのよう

に成り立っているかを理解するために、「ある1日」に焦点

をあてる方法を採用した（ルイス、2003）。ルイスは、一つ

のまとまりある研究として「ある1日」に焦点をあてること

の意義として、1日は実際的な面では集中的な観察が可能な

程度に小規模であり、生活の細部にも全体についても配慮が

ゆき届くということなどを挙げている（プラマー、1991）。

一方で、「ある1日」に焦点をあてるだけでは、「家族」を成

り立たせるために繰り返し行なわれている実践や、「ライフ

イベント」のような節目や、予期せぬ出来事に対応して立ち

現れる「家族」のあり方を観察することができない。そこで、

本研究では「ある1年」という期間内に、継続的に「ある1

日」に立ち会うことにした。	

	

・調査の場所	

調査協力者が生きる「トランスナショナルな生活世界」は

どのようなものか、そこに立ち現れる「家族」はどのような

関係なのか、どのように形成、維持されているかを映像的に

理解、表現する手がかりを、調査協力者とともに、自宅や職

場など生活の現場で探索した。「トランスナショナルな生活

世界」に立ち現れる「家族」のあり方を理解するには、調査
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協力者とともに移動し、自宅に限らず、多様な生活の現場を

探索する必要があった。	

	

・インタビュー	

エスノグラフィー研究においてはナラティヴやストーリ

ーを生成する方法として、インタビューが用いられる。イン

タビューにはさまざまなタイプがあるが、本研究では「アク

ティヴ・インタビュー」の考え方を取り入れた。「アクティ

ヴ・インタビュー」では、インタビューを「客観的」で「科

学的」な「真実」を発見する場ではなく、調査者と調査協力

者がともに「アクティヴ」な存在として、協働的に意味を構

築する場と考える（ホルスタイン・グブリアム、2004）。エ

スノグラフィーやインタビューの教科書を見ると、インタビ

ューのプロセスを録音し、その録音データを調査者が文章化

し、さらに分析、編集をして、さまざまなナラティヴを一つ

のストーリーとして再構成し、エスノグラフィー論文を書い

て公開するというのが一般的である。この一連のプロセスに

おいて調査協力者は、インタビューの現場と、エスノグラフ

ィー論文の公開前の確認作業にだけ参加することが想定さ

れている。本研究では、調査協力者をより「アクティヴ」な

存在としてとらえ「協働」の範囲を広げた。清水・諏訪（2014）

は、アクティヴ・インタビューの前提にたったうえで、イン

タビューを 3 回以上行なうことで調査者と調査協力者の関

係性が充実し、豊かな語りが得られるとしている。これをふ

まえて各調査協力者とおよそ 1 年の間に、7-10 回のインタ

ビューを行ない、そこで生まれたさまざまなナラティヴを調

査者と調査協力者がともに振り返って整理し、プロットを加

えたストーリーを協働的に構成した。これを映像作品の軸に

することにした。	

調査協力者のスマートフォンやPCのなかにある写真、動

画、スケジュール、「家族」とのコミュニケーションの履歴

などのさまざまな「生活記録」を、インタビューにおいて活

用した。これらは、彼／彼女の「家族」のあり方を理解する

うえで役立った。「生活記録」を新たに生成してもらった事

例もある。これらの「生活記録」は、彼／彼女のストーリー

を表現するためのビジュアルデータとして、映像作品に使用

した。	

	

・撮影	

調査協力者の生活の現場における撮影では、ビデオ・ツア

ー（video	tour）」（Pink,	2014）や「再演（re-enactment）」

(Pink	et	al.,	2016)	を実施した。「ビデオ・ツアー」は、

生活空間を構成する要素を、調査者と調査協力者が一緒に探

索する方法として提案されている。調査者にとって見慣れな

い生活空間に配置されたさまざまな物が、調査協力者にとっ

てどのような意味を持つのかを理解することは難しい。一方

で、調査協力者にとって自らが埋め込まれた、無意識的に使

いこなしている生活空間について、あらためて説明するのは

容易ではない。ビデオ・ツアーでは、調査者がさまざまな物

にカメラを向ける。それに応じて調査協力者は、自らの生活

空間を構成する要素を新鮮な目で見直し、その意味を考えて

語る。「再演」は、日常生活でしている行為を振り返って演

じてもらうことだ。調査協力者は日常的に暗黙的に行なって

いることを、意識的に再演しながら、調査者とともに自身の

「生」のありようを探索する。ビデオ・ツアーや再演を実施

し、そのプロセスを撮影した。撮影においては、調査者であ

る私が、ドキュメンタリーフィルム制作プログラムにおいて

学んだ技法を用いた。私が師事した映像作家サッシャ・スノ

ー（Sasha	Snow）は、ドキュメンタリーフィルムを「客観的」

で「観察的」な記録映画と考える立場ではなく、現実につい

ての一つの理解の仕方を提示する「ビジュアル・アート」と

考える立場であった。映像エスノグラフィー、アクティヴ・

インタビューと、思想的に同じ系譜にあるといえるだろう。	

	

第5章 映像エスノグラフィー実践：制作 

生きられた経験に根ざした知を、調査協力者と協働して映

像作品にまとめる映像エスノグラフィーの実践として、第二

段階では制作を行なった。第5章には、そのプロセスを詳述

するとともに、完成した映像作品『移動する「家族」』のシ

ーンリストを掲載した。	

	

・ナレーションの録音と映像編集	

各調査協力者とおよそ1年間の調査期間中に、7回から10

回のインタビューと、生活の現場でのビデオ・ツアーや再演

などを行なった結果、多様なナラティヴが生み出された。フ

ィールドノーツに記録されたナラティヴの内容を調査協力

者と振り返り、ストーリーを協働的に再構成した。個々の独

立した関係のないナラティヴに見えていたものが、一緒に振

り返ることで、ナラティヴ同士の関係がわかり、プロットが

加わったストーリーが再構成された。レコーディングスタジ

オで、調査協力者に自らナレーターとしてそのストーリーを

語り直してもらい録音した。録音の際は、調査協力者自身が

使用する言語を選んだ。私は、録音時には音質に問題がない

か確認するとともに、調査協力者が自身の経験に根ざしたス

トーリーとして満足のいく語り方ができることを第一に考

えサポートした。彼／彼女のストーリーを映像作品でどのよ

うに語るかの決定権は、彼／彼女にあるべきだという立場を

貫いた。インタビューなどで録音された調査協力者による語
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りのなかから、どのストーリーが「適切」かを私が判断して、

できるだけ「自然」に聞こえるように編集して完成させる方

が良いのではないかとすすめられたこともある。あるいは、

ナレーションをプロのナレーターに任せるという方法を提

案されたこともある。しかし、本研究では、調査協力者の生

きられた経験に根ざした知を、調査協力者自身が満足いくよ

うに語ることを重視した。この方法を 初に試みて映像作品

を制作した調査協力者が、「制作のプロセスは違和感がなか

った。自分で語ったことが、良かった」と評価したことから、

他の調査協力者ともこの方法で取り組んだ（大橋・加藤、

2016）。	

録音したナレーションと、調査における生成と探索によっ

て得られたビジュアルデータを組み合わせて、調査者が映像

作品の編集を行なった。その編集の過程では、各調査協力者

と相談し、編集の方針を決めた。編集作業は調査者が中心に

なって行なったが、調査協力者が映像作品の 終確認をして

「完成」を決定した。エスノグラフィーの実践において調査

者が「一方的」に対象を描くという問題を乗り越えるうえで

は、調査協力者の同意をもって「完成」とすることが重要だ

と考えた。	

	

第6章 映像エスノグラフィー実践：上映 

「アートベース社会学」を提唱する岡原（2017）は、「学

術的な研究作業のプロセス全体で、とくに 終的なアウトプ

ットにおいて文字媒体を主とするテクストではなく、写真、

映像、パフォーマンス、ダンス、演劇、あるいは平面、立体、

インスタレーション、アートプロジェクトなどの美術、サウ

ンドや音楽、さらに文字媒体だとしても小説や詩や戯曲など

の文学を媒体として公開される研究スタイル」を「アートベ

ース・リサーチ（ABR）」と呼んでいる。また、ABR実践にお

いては、作品は鑑賞されて初めて作品となると考え、展示さ

れ、上演される作品をめぐる公共性（例えば作者や観客によ

る語り合いの場）もその都度、そして継続的に立ち上げる必

要があるとしている（岡原、2017）。	

本研究の映像エスノグラフィーの実践も、ABR実践の一種

と位置づけ、映像作品を多様な場で上映し、人びととの対話

によって評価することにした。第6章では、初めての展示上

映の結果をふまえて導出した「モバイル・ラボラトリー」と

いう上映会の構想、さらにその「モバイル・ラボラトリー」

構想を実践した結果を振り返った。	

	

・「モバイル・ラボラトリー」構想	

本研究における上映会について、岡原ら（2016）によるABR

実践の説明を応用して考えた。私Xと調査協力者Yの対話と

協働によって生み出された映像作品（X-Y）に対して、上映

会では、参加者Zが対話的に関わりZ-（X-Y）という局面が

生まれる。上映会はZに対して、一方的に（X-Y）を観せる

／受け取ってもらう場ではない。本研究では、Zは（X-Y）を

「アクティヴ」に解釈する存在と考える。「グローバル化」

「メディア化」「個人化」が進む現代世界を生きるうえで「家

族」とは何か。（X-Y）の鑑賞を通して考えた後、Zが「家族」

という概念や関係性を解釈して言語化し、Z-X、あるいはZ-

Znで対話するための場として、上映会を考えたい。これは、

従来の学術的な言説が排除しようとしてきた解釈の多様性

を積極的に取り込むABR の理念、多様な「伝統」や「正義」

を生きる人びととの対話を生み出すことが重要だとする社

会構成主義の実践といえるだろう。	

以上のような趣旨の上映会は、いわゆる劇場や映画館で、

鑑賞者が料金を払い、作品を観終わったら帰る上映会とは性

質が異なる。本研究の上映会を、「ラボラトリー」と位置づ

けたい。加藤（2017）は、調査研究の遂行においては、人び

との日常生活が展開されるフィールド（現場）での「フィー

ルドワーク」、それを抽象度の高い概念で説明するための「コ

ンセプトワーク」の間を行き来する必要があるとしたうえで、

その橋渡しをする実験環境での「ラボラトリーワーク」を位

置づけている。「ラボラトリーワーク」というと、「仮説検証

型」で開発したプロダクトやプロジェクトがもたらす「効果」

や「インパクト」を評価することを想定しがちだ。しかし、

加藤（2017）が「視点提示型のラボラトリー」と呼ぶ実験環

境は、参加した人びとがある物語を共有、体験して、知的な

交流・交歓をするような場も含まれる。これをふまえると本

研究の上映会は、「視点提示型のラボラトリー」の一形態と

とらえることができる。	

加藤（2017）による「ラボラトリー」の理解の仕方と、岡

原ら（2016）によるABR実践の説明を組み合わせて、本研究

の上映会についてあらためて考えると、次のようにいえるだ

ろう。X と Y が対話し協働して映像作品（X-Y）をつくるの

が「フィールドワーク」、Zが（X-Y）を解釈し、Z-X、あるい

はZ-Zn が対話するのが「ラボラトリーワーク」、「ラボラト

リーワーク」の結果をふまえてXが論文を書く作業が「コン

セプトワーク」である。	

「ラボラトリー」としての上映会に、できるだけ多様なZ

を招き入れるためには、特定の場所を「ラボラトリー」にす

るのではなく、多様な場所を「ラボラトリー」にできること

が望ましい。そこで、本研究では上映会を移動可能な「モバ

イル・ラボラトリー」として構想することにした。つまり、

私が映像作品とともに上映に必要な機材（iPad、DVD、プロ

ジェクター、スピーカーなど）を持って各地に移動して、「ラ
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ボラトリー」としての上映会を開催するということである。

この「モバイル・ラボラトリー」構想にもとづいて、各地に

上映の機会を探し求めることにした。	

	

・「モバイル・ラボラトリー」としての上映会の実践	

各地に上映の機会を探し求めるといっても、自力で場所を

見つけて自費で会場を借りて、上映会を開催し続けるのは容

易ではない。上映会の原則を明確にしてウェブサイト

(http://yutakana.org/fotm/)で公開し、協力者を募った。

上映会の原則は以下の通りだ。	

l この作品は研究の目的で制作したものであり、研究

成果の発表以外の目的（マーケティングや商業目的

など）では上映しない。	

l 上映会には必ず私が立ち会い、32分間の上映後、参

加者にコメントカードを渡して記入してもらったう

えで、対話する。	

l 上映会に際して上映料、および参加者の鑑賞料は発

生しない。	

l 会場費が発生する場合や、遠方で私の交通費の負担

が大きい場合は、その都度対応を相談する。	

これらの原則をふまえて、各地での開催の可能性を探った。

2018 年 7 月現在までに、多くの協力者との出会いや協働に

よって、20箇所で上映会を開催した。上映会の進行の仕方は

各回によってそれぞれ異なるが、32分間の上映後に、参加者

にコメントカードを渡して記入してもらい、私と参加者、あ

るいは参加者同士で交流する時間を設けることを基本にし

た。482人の参加者との対話の機会を得ることができた。上

映会では上映後に、参加者が「家族」という概念、関係性を

解釈するプロセスで、コメントカードへの記入が行なわれた。

記入されたコメントカードはすべてスキャンして、本論文に

付録として収めた。コメントカードの内容は、各上映会固有

のZ-（X-Y）という局面で生成されたものである。これを現

場の文脈や状況から切り離して一括して取り扱い、テキスト

マイニングすることは、本研究の立場や目的とは異なるので

行なわない。各参加者が各上映会の固有の文脈と状況におい

て行なった解釈の痕跡として、1枚1枚のコメントカードを

扱い、味わうことに意味があると考える。	

各上映会を振り返った結果、「出展」、「自主企画」、「共同

企画」、「招待」という4つの異なる開催形態が見出され、そ

れぞれの開催形態によって映像作品が、私が想定していた文

脈を越えて、多様な文脈に埋め込まれたことがわかった。	

 

第7章 おわりに  

本章では、研究のプロセスや成果を社会にひらいた上映会

での、参加者との対話のなかで生まれた論点を手がかりに、

本研究を総合的に考察した。 後に、本研究で実践した、移

動に関わる現象を研究し、その成果を移動しながら社会にひ

らき、研究を多様な文脈に移動させる態度と方法を「リサー

チ・オン・ザ・ムーブ」として提案した。	

	

・リサーチ・オン・ザ・ムーブ	

本研究の全体を振り返り、実践してきた態度と方法を「リ

サーチ・オン・ザ・ムーブ」として提案する。アーリ（2015）

は、モビリティーズ・パラダイムにおいては、研究方法も「動

いている（on	the	move）」必要があると述べ、既存の「モバ

イルな方法」をいくつも紹介している。ここでいう「モバイ

ルな方法」は、移動に関わる現象を研究するための方法であ

る。本研究は、それをさらに一歩進めて、研究成果を研究者

である私自身が移動しながら、多様な文脈に移動させること

に挑戦した。そのためには、研究成果が「モバイル」である

必要があった。ここでいう「モバイル」は、物理的に移動可

能であるだけでなく、多様な文脈に移動可能であるという意

味である。例えば、第3章で指摘したように、学術的な研究

の成果を、高度に専門的な知識や用語を用いた論文だけで表

現したのでは、学術的なコミュニティの外にいる人びとが、

研究の成果を彼／彼女の文脈に移動させることは難しい。そ

こで、本研究では、誰にとっても馴染み深い知の形式の一つ

である「個人的なストーリー」を軸に、ビジュアルデータを

組み合わせて、調査協力者の生きられた経験に根ざした知と

しての映像作品『移動する「家族」』を制作した。ストーリ

ーは、日本語と英語の二ヶ国語対応にし、より広い文脈への

移動可能性を高めた。さらに、「モバイル・ラボラトリー」

という構想を導出し、私自身が映像作品とともに移動しなが

ら、研究を多様な文脈に移動させる実践を続けた。第6章で

その実践については詳述したが、身体的に移動しながら、自

分の研究を移動させるなかで、10代から80代まで多様な人

と出会い対話し、その度に、研究者として人間として、自分

が動かされていった。個人が生きられた経験に根ざしたスト

ーリーを語れるようにするとともに、他者がそのストーリー

に耳を傾けられるようにする。本章では、そのような映像エ

スノグラフィーの一連の実践のなかで生まれた対話の連鎖

を構造的にとらえるための概略図を示し、そのなかで生まれ

た変化について考察した。対話の連鎖のなかで、研究者も、

調査協力者も、研究成果を体験する参加者も、個々人が自分

の「傷」に新しい意味を付与しながら前に進んでいく。その

ような「移ろい」を生み出していく研究の態度と方法を「リ

サーチ・オン・ザ・ムーブ」と名づけ、今後も実践していき

たい。これは、既に述べたように従来の学術的な言説が排除
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しようとしてきた解釈の多様性を積極的に取り込む ABR の

理念、多様な「伝統」と「正義」を生きる人びととの対話を

生み出すことが重要だとする社会構成主義の実践であると

ともに、まさにアーリ（2015）が述べていた人や理念などの

さまざまな動きを一顧だにしない社会科学の態度を改める

ことだといえるのではないだろうか。	
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